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次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画追加策定（案）の概要 

 
現在稼働している印西クリーンセンターは昭和 61 年度から稼働を開始し、ごみ質

の変化や施設の老朽化等により処理能力が低下しており、基幹的設備の改良等の大規

模な工事を実施している。 
このような状況を踏まえ、今後、ごみの適正処理を維持するため、印西市吉田地区

を建設予定地とする次期中間処理施設整備事業を推進しており、平成 27 年度の施設

整備基本計画検討委員会の答申により、平成 28 年度に策定した次期中間処理施設整

備基本計画の追加検討を行い、千葉県条例に基づく環境影響評価における基礎条件の

設定を目的とする。 
 
次期中間処理施設（新クリーンセンター）建設予定地の位置と現状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千葉県印西市吉田地先（印西市吉田 546 番他） 
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稼働開始目標年次・施設規模の見込み 

施 設 稼働開始目標年次 処理能力（※） 運転時間 
焼却施設 平成 40 年度 156ｔ／日 24 時間連続運転 
資源化施設（ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ） 平成 40 年度 15ｔ／日 5 時間運転 
※処理能力は「印西地区ごみ処理基本計画（平成 26年 3月）」を踏襲し、算定して

いる。 

 

１．焼却施設及び各設備 

 

１‐１．施設規模の妥当性 

施設規模は、さきのごみ処理基本計画による計画ごみ処理量に減量目標を加味し

た処理量により、処理能力を算定している。 

ただし、直近の処理量をもとに最終調整するとしており、平成 30 年度に改訂を

予定しているごみ処理基本計画における計画ごみ処理量等の決定を基に施設規模

を決定する。（本編 P1-1） 

 

印西地区ごみ処理基本計画（平成 26年 3月） 
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焼却炉の体制は、３炉体制では稼動性の自由度は高くなるが、炉数に比例して故

障頻度や建設費、点検整備費が高くなる。２炉体制でも適正なごみピット容量とす

ることで対応でき、建設費、点検整備費が抑えられる。（本編 P1-6） 

 

 

１－２．基幹改良工事時の対応 

長期間にわたり１炉停止状態となる次期中間処理施設（新クリーンセンター）が

将来迎える基幹改良工事時には、ごみピット容量をオーバーする廃棄物の処理を外

部委託する必要があり、基幹改良工事の計画にあたっては、廃棄物搬入量と処理能

力をもとにピット残量を計算するなどして、想定される外部委託量の検討を行い、

事前に予算措置を講じることが求められる。（本編 P1-9） 

 

２・３炉体制の比較検討表（要約） 

項 目 ２炉体制 ３炉体制 

施
設
の
稼
動
性 

施設稼動の安

定性 

（故障の頻度

と影響） 

炉数に比例し、故障頻度は低くなる。 

故障時を想定したピット容量を確保するこ

とで、安定的なごみ処理が確保される。 

炉数に比例し、故障頻度は高くなる。故障時

には炉数が多いため、安定性には優れてい

る。 

 

将来ごみ量・ご

み質 

 

 

上記により、ごみピット容量を大きくする必

要があり、ごみ質変動への対応性は高い。 

将来ごみ量が計画量より減少した場合、常時

２炉運転にするなど自由度の高い運転が可

能となる。 

施
設
補
修
へ
の
対
応
性 

定期整備の 

容易性 

将来の大規模

改修への影響 

 

定期整備(改修工事)は１炉ずつ行うため、工

期中の処理能力は1/2 となる。月変動係数を

踏まえるなど３炉と比べより計画的な整備

を要する。 

 

定期整備(改修工事)を１炉ずつ行うため、工

期中の処理能力は2/3 となり、２炉と比べ自

由度の高い整備が可能である。ただし、定期

整備期間(改修工事期間)は１炉分長くなる。 

建
設
に
係
る
事
項 

建設費・ 

定期整備費 

３炉体制より少ない。 ２炉体制より高い。 

建物の規模 ３炉体制より小さい。 ２炉体制より大きい。 

ピット容量 

の影響 

補修点検時を想定した容量は大きくなるが、

全炉停止時への対応が必要となるため、３炉

体制と大差はない。 

補修点検時を想定した容量は小さくなるが、

全炉停止時への対応が必要となるため、２炉

体制と大差はない。 

既存施設での採用数 施設規模 100ｔ以上200ｔ未満では、２炉体

制が圧倒的に多い。 

施設規模 100ｔ以上200ｔ未満での３炉体制

は極小数である。 

建設用地への適応性 建設用地の面積が狭いため、２炉体制は有利

となる。 

建設用地の面積が狭いため、３炉体制には課

題がある。 

総合評価 
適応性が高い。 

○ 

適応には課題がある。 

△ 
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１－３．エコカーの導入促進 

環境負荷の低い収集車については、他自治体でも導入が行われており、「印西市

環境保全条例」及び「期中間処理施設整備事業の施行に関する整備協定書」より、

環境負荷の低い収集車の導入促進に努める。（本編 P1-10） 

 

１－４．計量室無人化 

現在、計量室を設置せず非接触 ID カード等を用いて搬入車両を識別し、計量を

行う無人システムが計量機器メーカー各社により提供されており、一部の施設で導

入されている。 

無人計量システムにより、計量室の無人化は技術的に可能であるが、施設配置、

搬入導線等と合わせて導入検討に努める。（本編 P1-11） 

 
 

１‐５．ごみピット内臭気対策 

ごみピット内の臭いの付いた空気は、押込み送風機により焼却炉に送りごみと一

緒に燃やすことで、臭気成分を熱分解する。 

 また、ごみピット内への消臭剤噴霧にも努め、さらに全炉停止時にはごみピッ

ト内の臭気対策のため、脱臭ファン（活性炭脱臭）により換気を行う。（本編P1-12） 

 

１‐６．煙突の高さ 

煙突高は 59ｍを基本とし、60ｍ以上（80ｍ、100ｍ）との比較検証を行い、煙突

から拡散した排ガスが地上に着地する時の最大濃度が、健康に影響がないとされる

環境基準、さらにバックグランドをも大きく下回る十分な安全性を確認した。（本

編 P1-13） 

また、近年の他施設での事例により、次期中間処理施設（新クリーンセンター）

建替え時の煙突外筒の再利用を踏まえた施設配置計画を考慮する。（本編 P1-16） 

千代田クリーンセンターの計量システム 

 

受付機 

 

受付機タッチパネル 

 

清算機 

出典：置賜広域行政事務組合ホームページ 
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２．エネルギーバランス 

 

２‐１．エネルギーバランス 

焼却炉で発生した熱はボイラで回収した後に、電気、温水に変換し、次期中間処

理施設（新クリーンセンター）や余熱利用施設で利用する。 

基本的な利用形態は、温浴施設（場外利用）および給湯（場内利用）とし、残り

は発電するものとする。 

エネルギー回収率は交付金交付要件の 17.5％を満たし、場内利用の発電、給湯、

場外では地域振興策での熱利用、残りを発電とした場合の割合をグラフで示し、併

せて売電時の売電額を仮試算する。（本編 P2-1） 

売電分としている売電可能額については、送受電に関する制約を考慮したもので

はなく、実際の送受電に関しては、今後、電力会社との協議が必要となる。 

 

 

温度帯の高い高圧蒸気・低圧蒸気は、発電や熱として利用することが効率的で、

多くの事例があるが、温度の下がった復水排熱や排ガス（本編 P2-1）を再利用、カ

スケード利用することで、更なる排熱エネルギーの有効利用について検討する。 

復水排熱の利用については国内での導入実績があり、排ガスからの排熱利用につ

いては研究段階にあることから、十分な熱利用先が確保される場合は、復水排熱と

排ガスからの排熱の有効利用について検討の余地がある。（本編 P2-5） 

熱利用の形態 （イメージ図）

 

煙突高さと排ガス最大着地濃度（対環境基準）の関係 

 

 煙突高さ (m) SＯx (ppm) NOx (ppm) HCl (ppm) DNX (pg-TEQ/m3N)

100 0.14% 0.23% 0.28% 0.02%

80 0.21% 0.35% 0.42% 0.04%

59 0.36% 0.60% 0.71% 0.06%
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２‐２．農業残渣焼却の課題 

稲わら、もみ殻、果樹剪定枝等の農業残渣は、発電の増加に寄与する焼却物とし

て有効であるが、事業系一般廃棄物となる農業残渣の搬入は農家にとっては負担が

大きく、季節変動による安定焼却等に課題があり、今後安定的な運営計画の中で農

業残渣の利用に関する可能性と課題の整理に努める。（本編 P2-8） 

 

３．リサイクルセンター及び各設備 

 

３‐１．処理機器選定の方法 

リサイクルセンターの各処理機器の構造はメーカーによって異なり、その組み合

代表的な熱の取り出し方法（種類）と熱需要とのマッチングの考え方 
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わせについてもメーカーのノウハウが反映されることとなる。 

こうした背景から個別機器の形式選定は、メーカー提案による技術審査において、

処理機器を選定していくことが妥当であり、技術動向を踏まえた最適な設備の組み

合わせによるものとする。（本編 P3-1） 

 

４．安全対策 

 

４‐１．ごみ処理施設における事故状況 

財団法人日本環境衛生センターが全国の市町村、一部事務組合を対象として実施

した、平成 16～19 年の焼却施設及び粗大ごみ処理施設における内訳別事故発生件

数は、焼却施設では 4年間で 269件、粗大ごみ処理施設では 150件の労災事故が発

生している。（本編 P4-1） 

なお、予防策の整理については、「次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画

（平成 28年 3月）」において「１－４ 施設の安全対策」に整理されており、発生

件数の最も多い「転落」についても、作業個所毎に対策が整理されている。 

 

焼却施設における内訳別事故発生件数 

 
 

粗大ごみ処理施設における内訳別事故発生件数 
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４－２．労働環境への配慮 

次期中間処理施設（新クリーンセンター）の厚生関係諸室の整備においては、「安

全衛生措置事前評価実施要領」、「建築基準法施行令」、「労働安全衛生規則」、「事務

所衛生基準規則」、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」を

もとに、労働環境への配慮に努める。 

また、周辺住民の雇用を視野に入れ、職員控室兼食堂、休憩室へのコミュニティ

機能の付加、駐輪場の設置に努める。（本編 P4-2） 

 

 

５．公害対策 

 

５‐１．公害防止基準 

平成 28 年度施設整備基本計画策定後の関係法令の改定状況を確認した結果、水

銀の大気排出規制が追加され、基準値が設けられた。 

今後建設される県内の施設では、基準値を自主規制値に採用している状況である

が、自主規制値の設定は、有識者の意見を伺い決定する。（本編 P5-1） 

 

 

５‐２．放射能濃度 

印西クリーンセンターでは、東日本大震災以降、排ガスからの放射能測定を実施

している。測定値は検出下限値以下により、調査義務を免除される状態にあるが、

定期的に測定を実施し、住民への情報提供に努めている。 

次期中間処理施設の排ガス自主規制値 

項目 
ばいじん 
(g/m3N) 

SOx 
(ppm) 

HCl 
(ppm) 

NOx 
(ppm) 

DXNs 
(ng-TEQ/m3N) 

CO 
(ppm) 

水銀 
（μg/Nm3） 

基準値 0.04 1,900 ※１ 430 250 1 ※２ 30 30 

適用法令他 大気汚染防止法 
ダイオキシ

ン特措法 
※３ 

改正大気汚

染防止法 

自主規制値 0.01 20 20 50 0.05 30 ― 

※１ ：基準値は、q=K×10-3×He2（K は地域毎に設定される値、He は排出口高（59m））で算出

される。数値 1,900ppmは、K=9、He=59（m）と設定。 

※２ ：焼却施設を 156t/日、２炉構成とした場合、2.0t/h < 3.25t/h < 4t/hとなるため、基

準値は１となる。 

※３ ：「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」 

設置に努める厚生関係諸室 

・職員控室兼食堂、休憩室    ・給沸室 

・更衣室（男女）        ・浴室（男女） 

・脱衣室（男女）        ・洗濯室 
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現行では次期中間処理施設（新クリーンセンター）においても調査義務が存在す

るが、今後改正される可能性があるため、基本的に稼働開始時の法令に従うものと

する。（本編 P5-3） 

 

 

５‐３．電波障害 

次期中間処理施設（新クリーンセンター）建設予定地は、電波法による障害防止

区域に指定されていないが、設計時に改めて確認する。 

テレビ電波は建物による影響を受け、受信障害が発生することがあるため、印西

市開発事業指導要綱により、施設の建物が 15m以上となる場合は、テレビ受信障害

について事前に調査し、対策を講じる必要があるとされており、調査については、

環境影響調査実施時に併せて行う。（本編 P5-5） 

 

６．災害等対策 

 

６‐１．緊急時対応 

環境省の「廃棄物処理施設事故対応マニュアル作成指針」には、事故対応マニュ

アルに定めるべき項目が示されており、予測される事故について適切な対処方法を

あらかじめ検討した対応マニュアル及び緊急連絡体制を確立し、施設管理者が施設

従事者に対して行う教育・訓練を計画的に実施する。（本編 P6-1） 

印西クリーンセンターにおける焼却灰放射能濃度測定値 

 

測定値が下記のいずれかに該当するとき、調査義務が免除 

① 直近の廃棄物の調査に係る測定結果において、廃棄物のセシウム 134 及びセシウム 137

についての放射能濃度が 800Bq/kg以下であること。 

② 直近３回以上の廃棄物の調査（60 日以上の期間にわたり行われている調査に限る。）に係

る測定結果において、廃棄物のセシウム 134 及びセシウム 137についての放射能濃度が全

て 6,400Bq/kg以下であること。 

33 

506 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

H23.3 H24.3 H25.3 H26.3 H27.3 H28.3 H29.3 H30.3

主灰 飛灰 基準値１ 基準値２

6,400Bq/kg

800Bq/kg
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６‐２．激甚災害時対応 

激甚災害時対応として、水道管網の破損も想定されることから、バックアップと

して井水利用を考慮する。（本編 P6-5） 

 

 

   

廃棄物処理施設事故対応マニュアル作成指針 

 

 

建設用地 

 事故対応ﾏﾆｭｱﾙに定めるべき項目 

①事故対応マニュアルの基本的事項 

②事故対応の責任体制 

③事故発生時の対応 

④事故後の対応（事故原因究明・再発防止） 

⑤教育・訓練 

⑥マニュアルの見直し 

⑦その他必要な事項 

教育・訓練の例示 

・消防計画の火災予防措置 

・消防計画の自衛消防活動 

・電気事業の労働災害防止（安全管理） 

・電気事業の危機管理 

・機械故障及び停電事故時等の対応 

・施設運営・管理上必要な法定資格 等 
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７．全体配置計画及びその他施設 

 

７‐１．造成計画及びその課題 

造成計画として、用地は吉田区の要望、景観保全の観点から、５ｍ切下げにおけ

る配置計画として基本配置図を作成し、メーカーヒアリングの基本資料とする。（本

編 P7-1） 

なお、基本配置図はごみ処理基本計画の改訂による施設規模の増加、近年の排ガ

ス処理設備の高性能化による大型化を考慮し、限られた敷地での施設配置が求めら

れるため、200ｔ規模の施設であっても配置が可能かについても検証する。 

 

 

残土処分の方法について、用地全体を５ｍ切下げたときに発生する土量は 78,380

ｍ3と膨大な量となる。 

地域振興策用地での敷きならしなど、地域振興策での活用を基本に一体となった

造成計画と基本施設配置図 
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検討を進める。（本編 P7-3） 

 
 

７‐２．用地拡張の検討 

用地の拡張については、「次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画（平成 28

年 4月）」において、建替用地に対する課題が提示されており、その解決のために、

「今後、用地の拡張を含めた柔軟な対応を図る必要がある。」とされている。 

用地拡張の検討においては、現在設置されているソーラーパネル用地を除外して、

拡張用地として考えられる、建設用地の北東側及び南側の用地について比較検討を

行った。（本編 P7-7） 

現時点では地域振興策の展開が想定される用地となることから、地域振興策との

調整を図り、また、施設の高層化、駐車場・調整池の地下化等、用地拡張をしない

対応策についても併せて整理する。（本編 P7-10） 

 

７－３．管理棟 

次期中間処理施設（新クリーンセンター）の運営はＤＢＯ方式を前提としている

ため、要求水準書において、組合業務を規定することにより、施設規模及び配置に

ついても提案を得ることが可能である。 

現在、施設の建替えも考慮の上、管理棟を別棟化、合棟化とした場合のメーカー

ヒアリングを実施しており、実施設計段階において、ＤＢＯ方式を前提とした組合

業務の範囲決定を反映した要求水準（仕様）を作成し、最適案を選定する。（本編

P7-12） 

 

７－４．リサイクルプラザ 

リサイクルプラザは、次期中間処理施設（新クリーンセンター）への併設を基本

とする。 

ただし、リサイクルプラザはリサイクルに関する体験及び環境学習ならびに情報

交換・啓発の場や、地域や市民団体の活動支援のためのコミュニティ形成機能を備

える必要があるため、地域振興策による施設に併設する可能性があることに留意す

る必要がある。具体的な機能については、今後、地域振興策との連携を図るものと

する。（本編 P7-13） 

建設用地切下げ 掘削土量 

 

面積 平均面積 掘削深さ 掘削土量

（ｍ2） （ｍ2） （ｍ） （ｍ3）

GL.26m 3,680

GL.25m 16,480 10,080 1.0 10,080

GL.21m 17,670 17,075 4.0 68,300

合計 78,380
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７－５．施設デザイン 

次期中間処理施設（新クリーンセンター）建設予定地は、田畑や森林が広がる農

村地域に位置している。また建設用地周辺は、平成 28 年度 4 月策定の地域振興策

基本構想で「地域まるごとフィールドミュージアム構想」として位置付けられてお

り、地域内外の人々が集う多機能な複合施設の設置や、里地里山の保全と活用が検

討されている。こうした背景から、次期中間処理施設（新クリーンセンター）のデ

ザインは周囲の景観と調和し、地域内外の人々から親しまれるものとなるよう、外

観の工夫に努めるものとする。（本編 P7-15） 

 

７－６．雨水利用 

雨水の利用については、平成 26 年に施行された「雨水の利用の推進に関する法

律」において、地方公共団体の責務であると定められている。 

雨水利用として、ごみ処理施設では雨水利用が広く行われており、トイレ洗浄水、

プラットホーム床洗浄、洗車場、樹木への散水、プラント機器冷却水等への利用事

例があり、次期中間処理施設（新クリーンセンター）においても、積極的な利用に

努める。（本編 P7-16） 

 

 

７－７．敷地の緑化 

敷地の緑化として、印西市開発指導要綱による事業区域面積の５%以上の緑地、

印西市「緑の基本計画」により、敷地面積 20％以上の緑化に努めることとされてい

るため、基準を満たし出来る限り敷地の緑化に努めること、また、地域振興策基本

構想で「地域まるごとフィールドミュージアム構想」として位置付けられており、

保全と活用が検討されている里地里山との景観調和に努める。（本編 P7-17） 

雨水の使い方と水質調整のイメージ 
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８．地域振興施設との連携 

 

８‐１．廃棄物処理施設の省エネルギー化の検討 

平成 25年 5月 31日に閣議決定された廃棄物処理施設整備計画（対象期間：平成

25 年度～29 年度の 5 ヵ年）は、地球温暖化防止及び省エネルギー・創エネルギー

への取組にも配慮した廃棄物処理施設の整備の方針を定めている。 

廃棄物処理施設における省エネルギー対策には、設備導入を必要としないソフト

面の対策と、設備導入を必要とするハード面の対策があり、次期中間処理施設（新

クリーンセンター）においては、これらを考慮して施設を計画することで、省エネ

ルギー化に努める。（本編 P8-1） 

また、廃棄物処理施設における場外熱利用先は、福祉センターや温水プールが多

い。次期中間処理施設（新クリーンセンター）においても、地域振興策として温浴

施設等の検討が進められていることから、今後、地域振興策との連携を図りつつ創

エネルギーの検討に努める。（本編 P8-2） 

 

 

８－２．地域振興に資する機能活用 

次期中間処理施設（新クリーンセンター）の設備を活用した地域振興策として、

廃棄物処理における省エネルギー対策の例 
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猛禽類の営巣場、煙突展望台、壁面等の活用、調整池の活用について可能性と課題

を整理した。今後、地域振興策との連携を図りつつ機能活用の検討に努める。（本

編 P8-4） 

 

９．アクセス道路 

 

アクセス道路については、「次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画（平成

28年 4月）」、ルート１の優位性が確認され、地域振興策との連携を考慮し、詳細

な検討を行うこととしていた。 

本検討において、次期中間処理施設（新クリーンセンター）として優位性が確認

されたルート１のほか、地域振興策との共用を考慮し、施設整備基本計画時の検討

ルートであったルート４を加えた２ルートでの「道路概略設計」を実施し、最適ル

ートについて検証した。（本編 P9-1） 

吉田区からは、アクセス道路を次期中間処理施設（新クリーンセンター）と地域

振興の共用について懸念が示されたことにより、ルート１の最適ルート１－５にお

いて調整することとした。 

また、最適ルート１－５を基に、吉田区からの要望に対応する「地域道路」への

接続を考慮した２案のルートを設定し、最適案を選定した。 

 

 

  

アクセス道路最適ルート１－５ 地域道路への接続（案） 
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１０．地区外水路 

 

次期中間処理施設（新クリーンセンター）建設予定地周辺の雨水排水計画につい

ては、宗像集水路へ放流する計画が印西市において策定されており、詳細な排水系

統図及び流域流量計算書が存在する。 
排水ルートは、印西市の計画が詳細に整理されていることから、建設用地下流部

を先行整備する案と建設用地の排水のみの施設を整備する案を検討した。（本編

P10-1） 
検討結果をもとに流末等の水路管理者と協議する。 

 
 

排水施設規模は放流水量の確認から、許容単位面積排水量は 0.0016 m3/sec を採

用し、建設用地からの総排水量は 0.042m3/s となる。  

 

 

排水面積
単位面積
排水量

総排水量

ha m3/sec/ha m3/sec

建設用地 2.6 0.016 0.0416

排水ルートの比較検討 

 建設用地下流部 
計画吉田地先排水路の先行整備 

建設用地の排水のみ 
の施設を整備 

用地の取得 

買収が必要なルートはＪ77 の１

路線のみのため、用地取得は容易

を判断される。 
○ 

 
同 左 

 
○ 

整備の妥当性 

用地が既に確保されていることか

ら計画規模で整備することは可能

である。将来の二重投資を避ける

ためには先行整備が合理的と判断

される。 
 

○ 

用地が既に確保されていることか

ら、建設用地のみの排水ルートも

同一ルートで整備することが合理

的であるが、計画規模での整備が

必要となった場合には二重投資が

発生する。 
△ 

地域振興策 
への効果 

先行整備を検討する排水路の流域

には地域振興策の用地も含まれる

ため、先行整備は地域振興策にも

寄与する。 
        ○ 

地域振興策においても、雨水排水

施設の整備が求められるが、単独

での整備となった場合には、さら

なる二重投資が発生する。 
△ 

評 価 ○ △ 
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調整池は、許容単位面積排水量 0.016 m3/sec/ha を採用し、改変面積を 2.0ha、放

流量 0.032 m3/secと設定し、「千葉県における宅地開発等に伴う雨水排水・貯留浸透

計画策定の手引」による流出係数設定した。 

検討結果は、オリフィスによる自然調節方式で約 2,200ｍ3、ポンプ方式による定量

排水の場合、約 1,300ｍ3 の貯留量が必要となる。 
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１１．ユーティリティ 

 

ユーティリティは、関係機関等との協議により、電気、水道、下水道、ガス及び、

電話について使用契約することを基本とし、関係各機関及び印西市担当課と協議し検

討することとしている。 
 

１２．施工中の対応 

 

１２－１．環境への配慮 

施工中における一般的な配慮項目としては工事車両の通行、騒音、振動、汚水等

があり、千葉県環境影響評価条例の技術指針第 13条においては、環境影響がない、

もしくは軽微である場合以外は、環境保全措置を実施することと定められている。 

また、同条例の技術指針第 14 条において、評価書に記載された内容に基づき施

工中の環境状況を調査することとされており、次期中間処理施設（新クリーンセン

ター）整備事業においては、法令等に従い、施工中の環境影響がないよう、環境保

全措置及び調査に努めるものとする。（本編 P12-1） 

 

１２－２．住民への情報提供 

施工中の周辺住民に対する情報提供については、騒音・振動表示観測装置を現場

に設置することや、インターネット、広報紙等で工事の進捗を報告することなどを

行う。（本編 P12-1） 

稼動中の周辺住民に対する情報提供については、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律において維持管理状況の情報の公開が義務付けられている。（本編 P12-2） 

また、吉田区と本組合により、昨年度３月に締結した整備協定書において、周辺

地域の大気、水質、土壌等の環境を的確に把握するため定点観測を実施することと

しており、観測項目、観測頻度、観測場所等については、今後の吉田区との協議の

上、決定する。 

なお、観測場所については、環境影響評価における調査地点や大気汚染物質の最

大着地濃度出現地点などを考慮し、決定する。（本編 P12-3） 

 

１２－３ 廃棄物 

施工中に発生する廃棄物については、「建設廃棄物処理指針（平成 22 年度版）」

に適正処理及び発生抑制の指針が示されている。次期中間処理施設（新クリーンセ

ンター）整備事業においても、同指針に基づき適正処理及び発生抑制に努めるもの

とする。（本編 P12-4） 
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１２－４．伐採・抜根樹木の処理 

建築工事に伴い発生する伐採・抜根樹木は、建設業に係る木くずとして扱われる

ことが「建設廃棄物処理指針（平成 22年度版）」に示されており、産業廃棄物とし

て適正な処理が必要となる。（本編 P12-5） 

また、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた伐採・抜根樹木及び末木枝

条の取扱について」（平成 11年 11月 10日 各都道府県・政令市産業廃棄物行政主

管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知）において、

工事現場で自然還元、建築資材等として利用することは、廃棄物として規制されな

いとされており、例としては、土留め材、舗装材・法面侵食防止材（チップ化）等

がある。 

伐採・抜根樹木の処理については、今後、有効利用を基本に検討を行い、環境保

全に努める。 

 

13．環境影響評価 

 

１３－１．対象項目 

千葉県環境影響評価条例では処理能力 100t/日以上の焼却施設に対し、環境影響

評価の実施を定めており、次期中間処理施設（新クリーンセンター）は、条例が適

用される。（本編 P13-1） 

環境影響評価の調査項目は、千葉県環境影響評価条例の技術指針に基づき、次期

中間処理施設（新クリーンセンター）の事業特性、建設用地の地域特性を考慮し、

詳細な項目の選定を行う。 

 

１３－２．猛禽類 

千葉県環境影響評価条例の技術細目では、動植物の調査手法等について詳細な指

針が示されており、特に猛禽類のような上位種については、行動圏と開発事業用地

との関係を明らかにする必要がある。（本編 P13-3） 

さらに、繁殖の可能性がある場合は、調査範囲を拡大し、飛行ルート・行動の観

察や本営木の調査等行動圏の把握や調査地域の利用状況、環境的かかわりについて、

より詳細な調査を行うこととされている。 

なお、猛禽類の生態調査では、求愛期、営巣期の調査を行うために 18 ヶ月（２

営巣期を含む 1.5年以上）の期間が必要であり、さらに調査期間を延長した事例も

あることから、次期中間処理施設（新クリーンセンター）整備に係る環境影響調査

においても、猛禽類については十分留意する必要があり、営巣期の猛禽類は外部の

刺激に影響を受けやすいことから、建設用地近辺で営巣が確認された場合は、騒音

を抑える、営巣地付近での工事時期を配慮する等の保全策が必要となる可能性があ

る。 
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１３－３．諸条件が変更となった場合の手続き 

千葉県環境影響評価条例に基づき、環境影響評価に係る手続きを実施し、方法書

の告示以降に条例施行規則別表４に規定された軽微な修正を超える修正が必要と

なった場合は、修正後の内容で方法書の作成に戻り手続きを行うこととなるため、

県と綿密に協議を行い、指導を受けつつ手続きを進めるよう努める。（本編 P13-4） 

なお、軽微な修正は、一日あたりの処理能力増加が 10％未満であること、修正前

の事業実施区域から 300m 以上離れた区域を新たに事業範囲としないことと条例施

行規則別表４に規定されている。 

 

  

環境影響評価のイメージ図 

 

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 

 



1

2

4

5

　②設計図書技術提案・審査

　③要求水準書等の作成

　④技術提案・審査・総合評価

　②要求水準書の作成

　③メーカー提案の評価

　④基本協定書、契約書作成支援 他

11

　①都市計画協議

　②都市計画決定案の公告及び縦覧

　③印西市都市計画審査会

13

14

15

①契約締結・実施設計

　②建築確認申請

　③施設設置届

　④建設工事

　⑤試運転　

17

18

19

鑑定・取得

施工中調査 事後調査

事前協議

基本構想 基本計画 展開エリア決定・各種測量調査・用地取得（関連事務含む）・基本設計・実施設計 施設工事

Ｈ35
（2023）

Ｈ36
（2024）

Ｈ37
（2025）

Ｈ38
（2026）

１４．次期中間処理施設整備事業スケジュール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度 Ｈ26
（2014）

Ｈ27
（2015）

Ｈ28
（2016）

Ｈ39
（2027）

Ｈ40
（2028）

Ｈ41
（2029）　　　　　項目

Ｈ34
（2022）

Ｈ29
（2017）

3 　関係町内会組織との合意形成
　①基本協定書の締結

　②整備協定書の締結

Ｈ33
（2021）

　交付金関係（地域計画作成・事後評価・費用対効果分析・長寿命化計画作成）

　ごみ処理基本計画（改訂）　

Ｈ30
（2018）

Ｈ31
（2019）

Ｈ32
（2020）

　用地取得（本体）

　用地測量・地質調査（本体）

7 　施設整備基本計画

　①施設整備基本計画
　　（施設整備基本計画検討委員会の設置）

　②施設整備基本計画追加策定

6 　埋蔵文化財調査
　①現地調査

　②報告書作成

8 　施設整備基本設計（発注支援業務）

　①発注方式検討、基本設計

10
　環境影響評価
　　（県条例アセスメント）

　①事業計画概要書

　②方法書

　③準備書・現地調査（四季調査）

　④予測・評価

　⑤施工中・事後調査

　電波障害調査

12 　都市計画

9 　長期責任型運営維持管理発注支援業務

　①現状事業費の把握、整理、事前準備

　周辺環境定点観測調査（大気・土壌・地下水等）

　アクセス道路の整備 発注準備 道路工事

　地区外水路の整備 発注準備 道路工事ルート検討・各種調査設計・用地鑑定・取得

ルート検討・各種調査設計・用地鑑定・取得

工事・竣工 １年目

16 　次期中間処理施設の建設工事

　稼働開始

　地域振興事業

２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ８年目 ９年目 １０年目 １１年目 １２年目６年目 ７年目　現施設の延命化事業（交付金による基幹的設備改良事業、又は単費による大規模修繕） 発注準備 工事 工事
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